
児童クラブ利用中の保護者各位

令和８年 ６月 ２３日

日頃より児童福祉行政にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございま

す。倶知安町では民間事業者が有する知識や経験、人材の活用により上質

で魅力的なサービスを提供するとともに、事務の効率化を図ることを目的

として、令和８年１０月１日(木）より町内の児童館・放課後児童クラブの

運営業務をシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 北海道支店へ

委託することとなりました。詳細をお伝えするため、利用者の皆さまに対して説明会を下記の

日程で開催しますのでぜひご参加ください。

利用者説明会

◇ 日時 ◇

令和８年 ７月 ８日 （水） １８時３０分～ ※申込は不要です。

◇ 場所 ◇ ☆内容について

倶知安町役場 ２階 会議室 民間委託の経緯

今後の運営方針など

●民間委託後について

・実施主体は引き続き倶知安町で、運営を事業者が行います。

・運営内容や児童館・児童クラブの先生も基本的には変わりません。

今後も町と事業者が連携して、安心・安全で楽しい児童館・児童クラブの運営に努めてまい

りますので、引き続き皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

【お問い合わせ先】

倶知安町こども未来課こども支援係

☎ 55-6116


